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○佐久市建設工事等設計図書交付手数料徴収要綱 

平成17年４月１日告示第112号 

改正 

平成18年３月31日告示第27号 

平成19年３月23日告示第23号 

平成20年５月23日告示第58号 

平成25年３月21日告示第41号 

平成26年３月28日告示第48号 

平成27年３月24日告示第30号 

令和元年５月13日告示第65号 

佐久市建設工事等設計図書交付手数料徴収要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、佐久市手数料条例（平成17年佐久市条例第61号。以下「条例」という。）別表

の証明等交付手数料の項の18に規定する建設工事等設計図書交付に係る手数料（以下「手数料」と

いう。）の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。 

（対象及び内訳） 

第２条 条例の規定により徴収する手数料は、建設工事の請負及び建設工事に伴う測量、調査、設計

等の業務の委託に当たって交付した設計図書に係るものとする。 

２ 手数料の額は、当該設計図書の作成に要した実費とし、設計図書作成経費内訳（様式第１号）を

作成し算出するものとする。 

３ 図面を閲覧する場合は、前項の額のほかに閲覧に供した図面の紙代を落札業者から徴収するもの

とする。 

（手数料の徴収） 

第３条 手数料は、当該年度の前期分及び後期分に分けて徴収するものとする。ただし、これにより

難い場合は、当該年度分をまとめて徴収できるものとする。 

２ 手数料を徴収すべき工事又は業務を所管する課等（以下「所管課等」という。）は、工事又は業

務ごとに調定簿を作成し、これを契約課に提出するものとし、契約課は、通知書（様式第２号）、

内訳書（様式第３号）及び納付書を作成し、調定を決議した後、これらを発送して手数料を徴収す

るものとする。 

３ 手数料は、次の各号に掲げる所管課等の属する部等の区分に応じ、当該各号に定める課（以下「手

数料収入科目を有する課」という。）の収入とし、契約課は、第３号に係る場合を除き、徴収した

手数料を、調定簿に基づき、手数料収入科目を有する課の当該科目へ振り替えるものとする。 

(１) 経済部及び建設部 部の庶務担当課 

(２) 環境部 下水道課 

(３) 教育委員会事務局 学校教育課 

(４) 前３号に掲げる部等以外の部等 契約課 

附 則 

この要綱は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則（平成18年３月31日告示第27号） 

この要綱は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年３月23日告示第23号） 

この要綱は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成20年５月23日告示第58号） 

この要綱は、告示の日から施行する。 

附 則（平成25年３月21日告示第41号） 

この要綱は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年３月28日告示第48号） 

この要綱は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年３月24日告示第30号） 

この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 
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附 則（令和元年５月13日告示第65号） 

この要綱は、令和元年10月１日から施行する。 

様式第１号（第２条関係） 
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様式第２号（第３条関係） 
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様式第３号（第３条関係） 
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